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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月14日(2012.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行ない表示結果を導出表示する複数
の変動表示領域を有する変動表示手段を備え、該変動表示手段に特定表示結果が導出表示
されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前
に決定する事前決定手段と、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記複数の変動表示領域において前記識別情報
が前記特定表示結果の一部を構成しているが少なくとも一部の変動表示領域が変動表示中
であるリーチ状態とするリーチ演出を行なうリーチ変動表示パターンを含む複数種類の変
動表示パターンの中から１つの変動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段と
、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、前記変動表示手
段における前記識別情報の変動表示の制御を行なう演出制御手段と、
　前記リーチ変動表示パターンにおいて、リーチ演出を実行して前記特定表示結果となら
ない状態で一旦停止した後に、実行中の変動表示が継続するか否かを報知する発展可否演
出を行なう発展演出実行手段とを含み、
　該発展演出実行手段により実行される前記発展可否演出は、該発展可否演出後に予め定
められた通常のリーチ演出と比べて前記特定遊技状態となるときに実行される割合が高い
特別なリーチ演出に発展することを報知する所定の発展演出を含み、
　前記発展演出は、複数種類設けられ、前記発展可否演出において表示されるキャラクタ
画像の表示態様に応じて、発展先の前記特別なリーチ演出の割合が異なることを特徴とす
る、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（１）　各々が識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行ない表示結果を導出表示
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する複数の変動表示領域（「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア９Ｌ、９Ｃ、９Ｒ
）を有する変動表示手段（演出表示装置９）を備え、該変動表示手段に特定表示結果（大
当り表示結果）が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技
状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前
に決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０、図２８のＳ６２）と
、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記複数の変動表示領域において前記識別情報
が前記特定表示結果の一部を構成しているが少なくとも一部の変動表示領域が変動表示中
であるリーチ状態とするリーチ演出を行なうリーチ変動表示パターンを含む複数種類の変
動表示パターンの中から１つの変動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段（
遊技制御用マイクロコンピュータ５６０、図２９のＳ１０１～Ｓ１０５）と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、前記変動表示手
段における前記識別情報の変動表示の制御を行なう演出制御手段（演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００、図３９のＳ８０１～Ｓ８０３）と、
　前記リーチ変動表示パターンにおいて、リーチ演出を実行して前記特定表示結果となら
ない状態で一旦停止した後に、実行中の変動表示が継続するか否かを報知する発展可否演
出（図１２の煽り演出および発展演出）を行なう発展演出実行手段（演出制御用マイクロ
コンピュータ１００、図３９のＳ８０１，Ｓ８０２、図４５のＳ８４５）とを含み、
　該発展演出実行手段により実行される前記発展可否演出は、該発展可否演出後に予め定
められた通常のリーチ演出（ノーマルリーチ）と比べて前記特定遊技状態となるときに実
行される割合が高い特別なリーチ演出（スーパーリーチＡ，Ｂ）に発展することを報知す
る所定の発展演出を含み、
　前記発展演出は、複数種類設けられ（スーパーリーチＡ，Ｂ）、前記発展可否演出にお
いて表示されるキャラクタ画像の表示態様（キャラクタの動作が異なる演出、表示される
キャラクタ自体が異なる演出）に応じて、発展先の前記特別なリーチ演出の割合が異なる
（図１３～図２１に示すように、キャラクタａ，ｂの動作が第１煽りの動作か第２煽りの
動作かで発展先のスーパーリーチ（Ａ，Ｂ）が異なる、キャラクタｃとキャラクタｄとの
うち表示されるキャラクタ自体で発展先のスーパーリーチ（Ａ，Ｂ）が異なる等）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　このような構成によれば、リーチ変動表示パターンにおいて、リーチ演出を実行して特
定表示結果とならない状態で一旦停止した後に、実行中の変動表示が継続するか否かを報
知する発展可否演出が行なわれる。そして、所定の発展演出が複数種類設けられ、発展可
否演出において表示されるキャラクタ画像の表示態様に応じて発展先の特別なリーチ演出
の割合が異なるので、特定表示結果とならない状態で一旦停止した後、キャラクタ画像の
表示態様に応じて、発展先の特別なリーチ演出への発展を煽ることにより、変動表示の演
出進行のバリエーションを豊富化することができる。これにより、遊技者がリーチ演出に
飽きてしまわないようにすることができ、リーチ演出における遊技の興趣を向上させるこ
とができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４３２】
　（１５）　前記キャラクタ画像は、複数種類（キャラクタａ～ｄ）用意され、
　前記キャラクタ画像のキャラクタの種類と発展先の前記特別なリーチ演出の種類との組
合せに応じて、前記特定遊技状態となる割合が異なる（図１４～図２０において、大当り
となるときに選択される変動パターンの割合がキャラクタａ＞ｂ、かつ、はずれとなると
きに選択される変動パターンの割合がキャラクタｂ＞ａであり、大当りとなるときに選択
されるスーパーリーチ種類の割合がスーパーリーチＡ＞Ｂ、かつ、はずれとなるときに選
択されるスーパーリーチ種類の割合がスーパーリーチＢ＞Ａであり、キャラクタの種類と
発展先のスーパーリーチの種類との組合せに応じて大当りとなる割合が異なる）。
　このような構成によれば、キャラクタ画像のキャラクタの種類と発展先の特別なリーチ
演出の種類との組合せに応じて、特定遊技状態となる割合が異なるので、キャラクタ画像
により特定遊技状態への期待が異なるため、表示されたキャラクタ画像に基づいて遊技者
の期待感を高めることができる。また、キャラクタ画像を表示するだけで遊技者が特定遊
技状態への期待感を持てなくなることが防がれる。これにより、遊技の興趣を向上させる
ことができる。
　（１６）　前記変動表示手段は、遊技球を遊技領域（遊技領域７）に打込んで遊技を行
なうことが可能であり、当該遊技領域に設けられた始動領域（第１始動入賞口１３、第２
始動入賞口１４）を遊技球が通過したことに基づいて変動表示が行なわれ、
　予め定められた特別状態発生条件が成立（確変大当り種別に決定）したときに前記特定
遊技状態とは異なる遊技者に有利な特別状態を付与する特別遊技状態（確変状態）に制御
され、
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　前記遊技領域に設けられ、遊技球が通過可能な第１状態（開状態）と該第１状態に比べ
て遊技球が通過しにくいまたは通過しない第２状態（閉状態）とに変化可能であり、前記
特定遊技状態に制御されたときに当該第１状態に制御される可変入賞装置（特別
可変入賞球装置２０）と、
　前記特定遊技状態として、前記可変入賞装置を所定期間前記第１状態に変化させること
を所定回数（１５回）行なうことにより終了し、前記特定遊技状態終了後、通常遊技状態
または前記特別遊技状態に制御される第１遊技状態（１５Ｒの通常大当り、１５Ｒの確変
大当り）に制御する第１遊技状態制御手段（図２４のＳ３０５～Ｓ３０７、図２８のＳ７
１，Ｓ７４、図３０のＳ１３８、図３４のＳ１６１）と、
　前記特定遊技状態として、前記可変入賞装置を前記所定期間よりも短い期間および前記
所定回数よりも少ない回数（２回）の少なくともいずれかで前記第１状態に変化させるこ
とにより終了し、前記特定遊技状態終了後、前記特別遊技状態に制御される第２遊技状態
（突確大当り）に制御する第２遊技状態制御手段（図２４のＳ３０５～Ｓ３０７、図２８
のＳ７１，Ｓ７４、図３０のＳ１３８、図３４のＳ１６１）とをさらに含み、
　前記事前決定手段は、前記特定遊技状態に制御すると決定するときに、前記第１遊技状
態、または、前記第２遊技状態とするか否かを決定し（図２８のＳ７３）、
　前記発展演出実行手段により実行される前記発展可否演出は、該発展可否演出後に前記
発展演出としての第１の発展演出（スーパーリーチＡ，Ｂの発展演出）と、前記発展可否
演出後に前記第２遊技状態に移行することを報知する第２の発展演出（突確移行演出）と
を含む。
　このような構成によれば、発展可否演出としては、該発展可否演出後に第１の発展演出
と、第２遊技状態に移行することを報知する第２の発展演出とを含むので、特定表示結果
とならない状態で一旦停止した後特別なリーチ演出への発展を煽ることにより、遊技者の
特定状態への期待感を高めることができる。さらに、発展可否演出としては、単にリーチ
演出が特別なリーチ演出に発展するか否かの演出に留まらず、発展可否演出後に第２遊技
状態に移行することを報知する演出も行なうことが可能であるので、演出に意外性が生じ
、特別遊技状態への移行を煽ることにより、遊技者の特定状態への期待感を高めることが
できる。このようにリーチ演出において遊技状態への期待感を高めることにより、リーチ
演出における遊技の興趣を向上させることができる。
　（１７）　前記変動表示パターン選択手段は、
　　前記変動表示の態様に基づいて分類された複数種類の変動表示パターン種別（図１３
～図２１の変動パターン種別）のうちいずれの変動表示パターン種別に属する変動表示パ
ターン（図１３～図２１の変動パターン）を実行するかを決定する変動表示パターン種別
決定手段（図２９のＳ１０１，Ｓ１０２）と、
　　該変動表示パターン種別決定手段により決定された変動表示パターン種別に属する変
動表示パターンのうちから実行する変動表示パターンを決定する変動パターン決定手段（
図２９のＳ１０４，Ｓ１０５）とを含む。
　このような構成によれば、変動表示パターンを選択するための手段が、変動表示パター
ン種別を決定する手段と、決定された変動表示演出種別に属する変動表示パターンのうち
から実行する変動表示パターンを決定する手段とに分けられている。これにより、変動表
示パターン種別を決定する手段により決定可能な変動表示パターン種別の数と、変動表示
パターンを決定する手段により決定可能な変動表示パターン数との組合せにより、多種類
の変動表示パターンを設定して選択的に用いることができるようになる。また、変動表示
パターン種別を決定する手段における種別決定の割合を変更するだけで、各変動表示パタ
ーン種別に属する各変動表示パターンを選択する割合を変更しなくても、変動表示パター
ン種別ごとの変動表示パターンの出現割合を変更することができるようになる。これによ
り、変動表示パターンに関し、実行可能とする変動表示パターン数の変更設定、および、
変動表示パターンの出現割合の変更設定が容易になる。
　（１８）　前記複数種類の変動表示パターン種別は、前記変動表示手段において、前記
識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦非特定表示結
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果となる特殊表示結果（擬似連チャンス目等の仮停止図柄）を仮停止させた後に、すべて
の変動表示領域において変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変
動表示を行なう再変動表示パターン（擬似連の演出を含む変動パターン）が属する再変動
表示パターン種別（スーパーリーチＥ，Ｆの種別）を含み（図１３～図２１）、
　前記変動表示パターン種別決定手段は、前記事前決定手段により前記特定遊技状態に制
御する決定がされたときと、前記事前決定手段により前記特定遊技状態に制御しない決定
がされ、かつ、リーチ演出を実行しないときに、前記再変動表示パターン種別を選択可能
である（図１３～図２１）。
　このような構成によれば、特定遊技状態に制御する決定がされたときに加えて、特定遊
技状態に制御しない決定がされ、かつ、リーチ演出を実行しないときに、再変動表示パタ
ーン種別を選択可能であるので、変動表示の演出のバリエーションを豊富化することがで
きるが、変動表示パターンを選択するための手段が、変動表示パターン種別を決定する手
段と、決定された変動表示演出種別に属する変動表示パターンのうちから実行する変動表
示パターンを決定する手段とに分けられていることにより、遊技機の設計段階において、
設定変更者の処理負担を増大させることなく、変動表示の演出のバリエーションを豊富化
することができる。
　（１９）　前記発展可否演出は、複数段階で発展するリーチ演出（スーパーリーチＡ，
Ｂ）のうちの第２段階目の演出（煽り演出後のスーパーリーチＡ，Ｂの演出）が実行され
る以前に、前記第１遊技状態に移行することを示す移行演出（突然切替演出）を行なう発
展演出（バトルリーチＡ，Ｂの突然切替演出）を含む（図１６、図１８等）。
　このような構成によれば、発展可否演出は、複数段階発展するリーチ演出のうちの第２
段階目の演出が実行される以前に、第１遊技状態に移行することを示す移行演出を行なう
発展演出を含むことにより、複数段階で発展するリーチ演出の途中の段階で第１遊技状態
への移行演出が行なわれることとなるので、意外性がある演出により遊技の興趣を向上さ
せることができる。
　（２０）　前記発展可否演出は、複数種類設けられ（煽り演出が第１煽り演出～第４煽
り演出の複数設けられている）、前記第１の発展演出と前記第２の発展演出との実行割合
が、前記発展可否演出の種類に応じて異なる（図１４～図２０において、第１煽り演出～
第４煽り演出のそれぞれで、発展演出ありの変動パターンの選択割合と、突確移行演出の
変動パターンの選択割合とが異なる）。
　このような構成によれば、発展可否演出が行われるときにおいて、第１の発展演出と第
２の発展演出との実行割合が発展可否演出の種類に応じて異なるので、発展可否演出の種
類ごとに演出の実行割合が一定ではないことに基づいて、遊技の興趣を向上させることが
できる。
　（２１）　各々が識別可能な複数種類の第１情報を変動表示する第１変動表示手段（第
１特別図柄表示器８ａ）と、
　各々が識別可能な複数種類の第２情報を変動表示する第２変動表示手段（第２特別図柄
表示器８ｂ）とを備え、
　前記変動表示手段は、前記第１変動表示手段における前記第１情報の変動表示、および
、前記第２変動表示手段における前記第２情報の変動表示に対応して前記識別情報の変動
表示を行なうものであり、
　当該第１変動表示手段または第２変動表示手段に導出表示された識別情報の表示結果が
予め定められた特定表示結果となったときに、前記特定遊技状態に制御され（図２８のＳ
６２）、
　前記第２遊技状態は、前記第１の変動表示手段において、前記表示結果が前記特定表示
結果となるときに制御可能であり（図７（Ｂ），（Ｃ）の大当り種別判定テーブルは、第
１特別図柄について突確大当りとする決定がされるが、第２特別図柄については、突確大
当りとする決定がされない。）、
　前記発展演出実行手段は、前記特別遊技状態であるときにおいて、前記発展可否演出を
実行しない（図１３～図２１で、非確変時に用いる変動パターンの判定テーブルでは、発
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展演出および第１，２突確移行を実行する変動パターンが選択されるが、確変時に用いる
変動パターンの判定テーブルでは、発展演出または突確移行演出を実行する変動パターン
が選択されないようにデータが設定されている。）。
　このような構成によれば、第１の変動表示手段において表示結果が特定表示結果となる
ときに第２遊技状態に制御可能である。そして、特別遊技状態であるときにおいて発展可
否演出が実行されない。これにより、特別遊技状態において、第２の変動表示手段におけ
る表示結果に基づいて第２遊技状態に制御される可能性がないにも関わらず無駄な発展可
否演出が行なわれずに済むようにすることができ、現実性がない発展可否演出により遊技
者の不快感を誘発するおそれが生じないようにすることができる。
　（２２）　前記演出装置は、可動部材（可動部材８４）を含み、
　前記発展可否演出は、前記可動部材を動作させることにより行なわれる（図４７）。
　このような構成によれば、発展可否演出が、可動部材を動作させることにより行なわれ
るので、変動表示の表示状態に影響を受けることなく発展可否演出を行なうことができる
ため、発展可否演出による演出効果を向上させることができる。
　（２３）　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なもの
ではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
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